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外国人一元的相談窓口の開設（川崎市国際交流センター外国人相談窓口の拡充）について 

１ 概要 

出入国管理及び難民認定法等の改正に伴う国の総合的対応策とともに、多文化共

生社会の実現に向けた取組として、川崎市国際交流センターに設置されている外国

人相談窓口を拡充して、在留外国人に対して情報提供及び相談を多言語で行う一元

的相談窓口を開設する。（一元 

２ 背景 

平成３０年１２月８日「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改

正する法律」（平成３１年４月１日施行）が成立したことに伴い、同月２５日「基本

方針」が閣議決定され、同日「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が関

係閣僚会議で決定された。この中で、生活者としての外国人を支援する施策として

「（仮称）多文化共生総合相談ワンストップセンター」を各都道府県、指定都市等に

整備することを支援する方針が示されるとともに、外国人受入環境整備交付金が新

設され、「整備」要綱が２月１３日、「運営」要綱が３月２８日に制定された。 

本市においても、近年、外国人市民人口の増加が続いており、平成３１年３月末現

在の統計では、外国人市民人口は４２，３６５人（本市人口の２．８％）にのぼり、

今後もその傾向が続くことが見込まれる。そうした中、在留手続、雇用、医療、福祉、

出産・子育て・子どもの教育等、生活に係る相談を、対面または電話等で多言語によ

り受け付け、適切な情報提供、取次ぎを行う等、外国人市民の生活支援を充実させて

いく必要がある。 

そこで、現在、川崎市国際交流センターにおいて、指定管理事業として実施されて

いる外国人相談事業について、国の交付金を活用し、国が示す条件を満たすよう内

容を拡充し、外国人一元的相談窓口を開設する。 

一か所または一度に相談者が必用とする情報に対応）

３ 場所

川崎市国際交流センター（川崎市中原区木月祇園町２－２） 

４ 拡充時期  

令和元年７月（予定） 

５ 拡充内容 

 (1)対応言語の拡充 ７言語から１１言語へ（国の示す要件に対応） 

・対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、スペイ

ン語ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タイ語（※下線が拡

充言語） 

・対応言語の相談員による相談（相談日によっては翻訳機器を使用） 

 (2)市外に居住する外国人からの相談の対応 

 (3)外国人を受け入れている機関等からの相談の対応 
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６ 相談日等 

 (1)受付時間 午前 10 時～12 時、午後 1 時～4 時 

 (2)相談員による対応言語と曜日（対応言語の相談員が不在の曜日は翻訳機器により

対応） 

 月 火 水 木 金 土 

日本語・英語 ● ● ● ● ● ● 

中 国 語  ● ●  ●  

韓 国 語  ●  ●   

タガログ語  ● ●    

ポルトガル語  ●   ●  

スペイン語  ● ●    

ベトナム語  ○    ○ 

ネパール語  ○  ○   

インドネシア語  ○    ○ 

タ イ 語 ○ ○     

※ ●現在 ○拡充分（未確定） 

７ 運営者

公益財団法人川崎市国際交流協会・株式会社東急コミュニティー共同事業体 

      （川崎市国際交流センター指定管理者） 

８ 経費 

(1)開設費  

10,000 千円（法務省：外国人受入環境整備交付金（補助率 10/10）を活用） 

平成 30 年度 3 月補正（繰越事業） 

(2)運営費  

18,500 千円（法務省：外国人受入環境整備交付金（補助率 1/2）を活用） 

令和元年度 6 月補正予算案に提出予定 

   ※交付金は、開設費は拡充分、運営費は相談窓口総額に対する補助 

※運営費は、既存事業分が 10,000 千円、追加経費（補正による増額）が 8,500 千 

円 
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